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は
じ
め
に

　
愛
知
県
公
文
書
館
は
、「
歴
史
的
価
値
の
あ
る
県
の
公
文
書
そ
の
他
の
資
料
を
収
集

し
、
整
理
し
、
及
び
保
存
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
用
を
図
り
、
も
っ
て
学
術
及
び
文

化
の
発
展
に
寄
与
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
し
て
、
昭
和
六
十
一
年
（
一
九

八
六
）
に
開
館
し
、
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
で
三
十
六
年
を
迎
え
た
。

　
現
在
の
公
文
書
館
は
、
正
規
職
員
六
名
（
兼
務
二
名
）、
再
任
用
職
員
三
名
、
非
常

勤
職
員
一
四
名
の
合
計
二
三
名
の
体
制
で
、
日
々
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
私
自
身
は
、昨
年
度
に
公
文
書
館
に
配
属
と
な
り
、そ
れ
ま
で
触
れ
る
機
会
が
な
か
っ

た
分
野
の
業
務
と
い
う
こ
と
で
、
配
属
当
初
は
大
変
困
惑
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
自
分
が
、
本
誌
で
公
文
書
館
の
歩
み
を
執
筆
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
力
不

足
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
過
去
の
資
料
を
紐
解
き
な
が
ら
、
そ
の
歩
み
を
紹

介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
　
設
立
ま
で
の
経
緯

　

　
戦
後
、
歴
史
学
研
究
が
盛
ん
に
な
る
と
と
も
に
、
資
料
保
存
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
、
歴
史
学
者
を
中
心
に
、
公
文
書
に
つ
い
て
も
そ
の
散
逸
防
止
と
公
開
の

た
め
の
施
設
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
が
高
ま
っ
て
い
た
。
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五

九
）、
日
本
学
術
会
議
が
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
「
公
文
書
散
逸
防
止
に
つ
い
て
」

の
勧
告
を
行
い
、
こ
の
勧
告
を
受
け
、
政
府
は
、
昭
和
四
十
三
年
に
国
立
公
文
書
館
の

建
設
に
着
手
し
た
。

　
ま
た
、
日
本
学
術
会
議
は
、「
日
本
民
族
の
最
も
貴
重
な
文
化
遺
産
の
一
つ
」
で
あ

る
地
方
所
在
の
歴
史
資
料
の
散
逸
、
廃
棄
の
放
置
に
よ
る
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
危
機

を
阻
止
し
、
貴
重
な
国
民
的
文
化
遺
産
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
地
方
文
書
館
の

設
置
が
緊
急
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
、昭
和
四
十
四
年
、内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
「
歴

史
資
料
保
存
法
の
制
定
に
つ
い
て
」
の
勧
告
を
行
っ
た
。

　
そ
の
後
、
昭
和
四
十
六
年
に
国
立
公
文
書
館
が
設
置
さ
れ
、
ま
た
、
い
く
つ
か
の
都

府
県
に
お
い
て
公
文
書
館
等
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
学
術
会
議
は
、
こ

れ
ら
の
事
実
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
国
、
地
方
公
共
団
体
の
公
文
書
保
存
状
況
は

な
お
不
完
全
で
あ
り
、
公
文
書
館
等
に
引
き
渡
さ
れ
る
一
部
の
も
の
を
除
き
、
破
棄
さ

れ
る
か
散
逸
し
て
多
数
の
貴
重
な
学
術
研
究
資
料
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
と
し
て
、
昭
和

五
十
二
年
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
「
官
公
庁
文
書
資
料
の
保
存
に
つ
い
て
」
の
要

望
を
行
い
、
い
っ
た
ん
廃
棄
さ
れ
れ
ば
永
遠
に
還
ら
な
い
官
公
庁
文
書
資
料
の
保
存
を

強
く
訴
え
た
。

　
ま
た
、
昭
和
五
十
年
に
、
歴
史
的
資
料
と
し
て
の
文
書
の
保
存
を
行
っ
て
い
る
全
国

の
機
関
が
集
ま
り
、
歴
史
資
料
の
保
存
、
利
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
研
究
活
動
な
ど
を

行
う
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
が
結
成
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
、
こ
の
前
年
に
開
館
し
た
岐
阜
県
歴
史
資
料
館
に
お
い
て
第

四
回
総
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
際
に
、
岐
阜
県
を
除
く
中
部
地
方
、
特
に
愛
知
県
の
公

文
書
保
存
体
制
の
立
ち
遅
れ
が
指
摘
さ
れ
た
。

　
こ
れ
が
契
機
と
な
り
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
に
当
時
、
名
古
屋
大
学
教
授
だ
っ
た
塩

　　
　愛
知
県
公
文
書
館
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歩
み
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澤
君
夫
氏
が
代
表
を
務
め
る
「
愛
知
県
の
歴
史
資
料
保
存
を
す
す
め
る
会
」
か
ら
、
県

及
び
県
議
会
に
対
し
て
、
公
文
書
保
存
制
度
の
早
急
な
確
立
や
、
県
外
所
在
文
書
の
返

還
請
求
又
は
マ
イ
ク
ロ
化
保
存
、
公
文
書
館
建
設
の
具
体
的
検
討
の
早
急
な
取
組
な
ど

を
求
め
る
要
望
書
が
提
出
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
同
年
九
月
に
は
、
同
会
か
ら
県
議
会
に
対
し
て
、
学
術
上
必
要
な
公
文
書
の

保
存
体
制
を
早
急
に
確
立
す
る
と
と
も
に
、
公
文
書
館
建
設
の
具
体
的
検
討
に
早
急
に

取
り
組
む
こ
と
を
求
め
る
趣
旨
の
請
願
「
公
文
書
保
存
体
制
確
立
に
つ
い
て
」
が
提
出

さ
れ
、
同
年
十
月
の
九
月
定
例
県
議
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
県
は
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
三
月
に
、
総
務
部
文
書
課

に
「
公
文
書
館
問
題
研
究
班
」
を
設
置
し
、
公
文
書
館
設
置
に
係
る
諸
問
題
に
関
す
る

調
査
研
究
を
進
め
、
同
年
十
月
に
「
公
文
書
館
問
題
調
査
報
告
書
」
を
作
成
し
た
。

　
報
告
書
に
は
、
本
県
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
の
現
況
や
、
公
文
書
館
の
在
り
方

の
考
察
、
公
文
書
館
設
置
に
か
か
る
諸
問
題
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
県
立
公
文
書

館
の
必
要
性
は
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
大
で
あ
る
が
、
制
度
の
整
備
、
施
設
用
地
、
財

政
問
題
な
ど
解
決
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
広
く
県

民
有
識
者
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
に
は
、
副
知
事
名
で
「
歴
史
的
資
料
と
し
て
の
公
文
書

の
保
存
制
度
（
公
文
書
館
制
度
）
の
試
行
的
発
足
に
伴
う
保
管
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
」
の
依
命
通
達
が
出
さ
れ
、
総
務
部
文
書
課
に
お
い
て
、
試
行
的
に
本
庁
各
課
室

の
公
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
廃
棄
文
書
の
中
か
ら
歴
史
的
資
料
と
し
て
価
値
の
高
い
と

思
わ
れ
る
も
の
を
選
別
し
て
収
集
、
保
存
す
る
措
置
を
取
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
、
総
務
部
文
書
課
内
に
公
文
書
館
担
当
職
員
を
配
置
す
る
と
と
も
に
、
基
本

的
な
構
想
を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、県
民
有
識
者
参
加
の
も
と
公
文
書
館
の
在
り
方（
制

度
、
機
能
、
運
営
等
）
に
つ
い
て
意
見
の
交
換
討
議
を
行
う
「
県
立
公
文
書
館
構
想
懇

談
会
」
を
設
置
し
た
。

　
同
年
十
二
月
に
、
同
懇
談
会
か
ら
「
県
立
公
文
書
館
（
仮
称
）
の
基
本
的
な
構
想
に

つ
い
て
」
の
意
見
書
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
。
意
見
書
に
は
、
施
設
の
規
模
と
し
て
少

な
く
と
も
二
十
年
程
度
の
蓄
積
に
耐
え
う
る
こ
と
、
施
設
の
場
所
と
し
て
資
料
収
集
能

力
を
確
保
す
る
た
め
、
県
庁
本
庁
舎
の
近
く
に
位
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
な
ど

が
記
載
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
七
年
五
月
に
は
、
公
文
書
館
の
管
理
運
営
等
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
た

め
、県
民
有
識
者
の
参
加
の
も
と
「
県
立
公
文
書
館
運
営
問
題
検
討
会
議
」
を
設
置
し
、

昭
和
五
十
八
年
十
月
に
、
同
検
討
会
か
ら
「
県
立
公
文
書
館
（
仮
称
）
の
運
営
に
関
す

る
意
見
」
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
。

　
昭
和
六
十
一
年
二
月
の
愛
知
県
自
治
セ
ン
タ
ー
の
竣
工
後
、
同
セ
ン
タ
ー
に
公
文
書

館
を
設
置
す
る
べ
く
、
総
務
部
文
書
課
公
文
書
館
担
当
が
同
セ
ン
タ
ー
に
席
を
移
し
、

開
館
に
向
け
た
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。

　
一
方
、
条
例
等
の
整
備
と
し
て
は
、
同
年
三
月
の
二
月
定
例
県
議
会
に
お
い
て
公
文

書
館
の
設
置
目
的
な
ど
を
定
め
た
「
愛
知
県
公
文
書
館
条
例
」
が
議
決
（
三
月
二
十
六

日
公
布
、
七
月
一
日
施
行
）
さ
れ
、
さ
ら
に
、
同
年
六
月
に
は
、
公
文
書
館
の
管
理
に

関
す
る
事
項
を
定
め
た
「
愛
知
県
公
文
書
館
規
則
」
が
公
布
（
七
月
一
日
施
行
）
さ
れ

た
。

　
こ
う
し
た
様
々
な
準
備
が
進
め
ら
れ
、
同
年
六
月
三
十
日
に
愛
知
県
自
治
セ
ン
タ
ー

一
二
階
会
議
室
に
お
い
て
、
国
立
公
文
書
館
長
始
め
関
係
機
関
の
代
表
者
、
県
議
会
関

係
者
や
学
識
経
験
者
な
ど
約
一
二
〇
名
を
迎
え
て
開
館
式
が
挙
行
さ
れ
、翌
月
一
日
に
、

愛
知
県
公
文
書
館
は
正
式
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
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二
　
散
逸
文
書
の
収
集

　

　
こ
う
し
て
当
館
は
無
事
開
館
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
開
館
に
先
立
ち
、
所
蔵

資
料
の
充
実
を
図
る
た
め
、
過
去
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
明
治
、
大
正
期
の
愛
知
県
庁

文
書
の
収
集
が
行
わ
れ
た
。

　
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
に
、
愛
知
県
庁
舎
が
、
南
武
平
町
か
ら
現
在
の
中
区
三

の
丸
に
新
築
移
転
す
る
際
に
、
県
が
廃
棄
決
定
し
た
公
文
書
に
つ
い
て
、
財
団
法
人
尾

張
徳
川
黎
明
会
（
当
時
）
か
ら
下
附
（
無
償
譲
渡
）
願
の
申
し
出
が
あ
り
、
約
九
八
〇

〇
冊
が
譲
渡
さ
れ
た
。
そ
の
一
部
は
現
在
、
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
徳
川
林
政
史

研
究
所
や
国
文
学
研
究
資
料
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
た
め
、
昭
和
五
十
八
年
か
ら

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
・
複
製
本
化
に
着
手
し
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
ま
で
に
完

了
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
愛
知
県
成
立
期
に
お
け
る
本

県
の
状
況
が
わ
か
る
文
書
な
ど
、
大
変
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
複
製
本
で
は
あ
る
が
、

そ
の
資
料
を
当
館
で
所
蔵
し
、
ど
な
た
で
も
閲
覧
で
き
る
こ
と
は
、
担
当
者
と
し
て
大

変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
感
じ
る
。

三
　
開
館
後
の
主
な
出
来
事

　

　
開
館
翌
年
の
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）
七
月
に
、
当
館
の
概
要
や
業
務
な
ど
を

掲
載
し
た
「
愛
知
県
公
文
書
館
年
報
」
が
創
刊
さ
れ
、
後
に
構
成
を
変
更
し
た
も
の
の

現
在
ま
で
発
行
を
続
け
て
い
る
。
特
に
、
創
刊
号
は
、
公
文
書
館
設
立
に
関
す
る
経
緯

や
当
時
の
資
料
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
を
執
筆
す
る
上
で
大
い
に
役
に
立
っ
た
。

　
ま
た
、
平
成
九
年
（
一
九
九
七
）
十
二
月
に
は
、
公
文
書
館
の
所
蔵
資
料
や
企
画
展

の
内
容
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る「
愛
知
県
公
文
書
館
だ
よ
り
」が
創
刊
さ
れ
、

こ
ち
ら
も
毎
年
度
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
平
成
十
一
年
一
月
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
あ
わ
せ
当
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
開
設
し
、
ま
た
、
平
成
十
六
年
三
月
に
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
所
蔵
資
料
検
索

シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
。

　
検
索
シ
ス
テ
ム
導
入
前
は
、
職
員
が
手
書
き
で
作
成
し
た
検
索
カ
ー
ド
や
閲
覧
目
録

か
ら
資
料
を
検
索
し
て
い
た
が
、
検
索
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
資
料
名
の
一
部
し
か

わ
か
ら
な
い
場
合
で
も
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
検
索
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
情
報
発
信
機
能
の
強
化
の
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
所
蔵
資
料
目
録
情
報
（
簿

冊
・
件
名
）
の
検
索
に
加
え
、
画
像
デ
ー
タ
の
閲
覧
が
可
能
と
な
る
新
所
蔵
資
料
検
索

シ
ス
テ
ム
を
令
和
元
年
度
に
構
築
し
、
令
和
二
年
度
か
ら
運
用
を
開
始
し
た
。
現
在
、

伊
勢
湾
台
風
記
録
写
真
、
藩
庁
文
書
や
郡
役
所
文
書
な
ど
約
八
四
〇
〇
点
の
画
像
デ
ー

愛知県自治センター外観

愛知県公文書館入口
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タ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
て
い
る
。

四
　
公
文
書
館
の
現
況

　

　
こ
れ
ま
で
当
館
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
現
在
の
公
文
書
館
の
概

要
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

（
一
）
公
文
書
館
の
所
蔵
資
料

　
令
和
三
年
度
末
現
在
の
所
蔵
状
況
は
、
公
文
書
九
万
八
八
八
点
、
刊
行
物
等
八
万
九

五
八
三
点
、
古
文
書
等
四
六
八
一
点
、
旧
公
印
三
九
〇
点
、
県
史
収
集
資
料
六
万
八
八

二
六
点
、
合
計
二
五
万
四
三
六
八
点
（
原
本
の
ほ
か
複
製
本
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を

含
む
。）
と
な
っ
て
い
る
。
開
館
当
初
の
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
の
所
蔵
状
況

が
三
万
七
五
八
六
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
歴
史
的
価
値
の
あ
る
資
料
が
着
実

に
収
集
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。

　
本
館
が
所
蔵
す
る
特
色
あ
る
資
料
と
し
て
は
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
、
愛

知
県
が
県
内
の
郡
役
所
や
戸
町
役
場
に
作
成
を
命
じ
た
と
さ
れ
る
地
籍
図
、
地
籍
帳
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　
地
籍
図
は
、
村
界
、
字
界
、
字
名
、
一
筆
ご
と
の
土
地
の
区
画
形
状
、
地
番
、地
目

等
が
書
き
込
ま
れ
た
地
図
で
あ
り
、池
や
川
、堤
、道
路
等
は
色
分
け
さ
れ
て
い
る
。縮
尺

一
二
〇
〇
分
の
一
で
あ
り
、原
則
と
し
て
一
つ
の
村
が
一
枚
の
和
紙
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
地
籍
帳
は
、
地
籍
図
と
一
緒
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
小
字
名
、
地
番
、

地
目
、
面
積
、
地
価
な
ど
の
土
地
の
様
子
が
記
載
さ
れ
た
和
綴
じ
の
冊
子
で
あ
る
。

　
地
籍
図
・
地
籍
帳
は
、
一
部
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
部
分
も
あ
る
が
、
県
内
の
ほ
と
ん

ど
の
地
域
を
所
蔵
し
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
そ
ろ
っ
て
残
っ
て
い
る
都
道
府
県
は
、
全
国

的
に
も
珍
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
資
料
の
利
用
に
つ
い
て
は
、原
本
保
護
の
た
め
に
、

複
製
図
や
地
籍
図
閲
覧
シ
ス
テ
ム
等
で
の
利
用
と
な
っ
て
お
り
、
測
量
や
不
動
産
関
係

の
会
社
の
方
や
、
郷
土
史
を
研
究
さ
れ
る
方
な
ど
が
多
く
利
用
し
て
い
る
。

（
二
）
公
文
書
の
収
集
・
整
理

　
公
文
書
館
は
、
各
所
属
が
管
理
す
る
公
文
書
の
中
か
ら
歴
史
的
価
値
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
を
選
別
し
、
収
集
し
て
い
る
。
収
集
基
準
は
、
愛
知
県
公
文
書
館
公
文
書

等
管
理
規
程
で
定
め
て
お
り
、「
条
例
、
規
則
、
訓
令
等
の
例
規
に
関
す
る
も
の
」、「
各

種
制
度
及
び
機
構
の
新
設
、
変
更
及
び
廃
止
に
関
す
る
も
の
」
な
ど
、
二
二
の
基
準
を

設
け
て
い
る
。

　
選
別
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
度
に
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル（１
）を

導
入
し
て
お

り
、
事
案
完
結
の
翌
年
度
に
、
各
所
属
に
お
い
て
一
次
的
な
選
別
を
行
っ
て
い
る
。
こ

の
時
に
選
別
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
保
存
期
間
満
了
時
に
、
各
所
属
及
び

公
文
書
館
に
お
い
て
選
別
を
行
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
導
入
前
に
事
案
が
完
結
し
た
公
文
書
に
つ
い
て

も
、
各
所
属
及
び
公
文
書
館
が
保
存
期
間
満
了
時
に
選
別
を
行
う
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
体

制
と
し
て
い
る
。

　
選
別
後
、
収
集
し
た
公
文
書
は
、
件
名
目
次
の
作
成
、
デ
ー
タ
入
力
な
ど
の
整
理
を

行
い
、
原
則
と
し
て
事
案
の
完
結
後
三
十
年
を
経
過
し
た
も
の
を
順
次
利
用
に
供
し
て

い
る
。

（
三
）
公
文
書
館
企
画
展

　
公
文
書
館
で
は
、毎
年
度
、所
蔵
資
料
の
中
か
ら
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
資
料
を
選
定
し
、

約
二
か
月
間
、
企
画
展
を
開
催
し
て
い
る
。
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令
和
三
年
度
は
、
明
治
・
大
正
時
代
に
流
行
し
た
伝
染
病
を
テ
ー
マ
に
開
催
し
た
。

天
然
痘
や
コ
レ
ラ
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
な
ど
の
伝
染
病
と
そ
の
対
策
を
振
り
返
り
、
そ
れ

ま
で
祈
祷
や
信
仰
に
頼
っ
て
い
た
人
々
の
間
に
、
医
療
や
予
防
・
衛
生
対
策
が
普
及
し

て
い
っ
た
様
子
を
、
本
館
の
所
蔵
資
料
な
ど
を
用
い
て
展
示
し
た
。

　
ま
た
、
令
和
四
年
度
は
、
愛
知
県
政
百
五
十
周
年
を
記
念
し
「
愛
知
県
の
は
じ
ま
り

と
県
庁
の
あ
ゆ
み
」
と
題
し
て
、
十
月
三
日
か
ら
十
二
月
二
日
ま
で
企
画
展
を
開
催
し

た
。
愛
知
県
の
誕
生
か
ら
戦
後
ま
で
の
歩
み
を
、当
時
の
文
書
、写
真
、肖
像
画
な
ど
、

約
五
〇
点
の
様
々
な
資
料
を
用
い
て
紹
介
し
た
。

（
四
）
公
文
書
館
常
設
展

　
公
文
書
館
で
は
、
企
画
展
の
開
催
期
間
及
び
展
示
替
え
期
間
を
除
き
、
年
間
を
通
し

て
常
設
展
を
行
っ
て
お
り
、「
愛
知
県
の
成
立
」、「
主
な
所
蔵
資
料
」、「
公
文
書
館
の

業
務
」
に
関
す
る
展
示
を
行
っ
て
い
る
。
県
の
成
立
期
に
か
か
わ
る
文
書
や
地
籍
図
の

複
製
な
ど
、
本
館
の
特
色
あ
る
所
蔵
資
料
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
ま
た
、常
設
展
の
一
部
に
は
、テ
ー
マ
を
設
定
し
た
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
お
り
、

年
に
数
回
、
展
示
資
料
の
入
替
え
を
行
っ
て
い
る
。
令
和
三
年
度
に
は
、
旧
制
第
五
中

学
校
（
現
愛
知
県
立
瑞
陵
高
等
学
校
）
時
代
の
杉
原
千
畝
を
、
令
和
四
年
度
に
は
、
愛

知
県
の
教
育
行
政
の
は
じ
ま
り
を
テ
ー
マ
と
し
た
展
示
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
他
に
も
、
直
近
の
企
画
展
で
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
に
関
連
し
た
資
料
の
展
示
を

行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
行
っ
た
展
示
の
テ
ー
マ
は
、「
明
治
初
期
の
あ
い
ち
の
宿

駅
」、「
明
治
期
愛
知
の
産
業
と
博
覧
会
」
な
ど
が
あ
る
。

（
五
）
県
史
収
集
資
料
の
整
理
・
公
開

　『
愛
知
県
史
』
編
さ
ん
事
業
は
、
本
県
の
原
始
・
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
歴
史
的
発

展
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
多
く
の
貴
重
な
資
料
を
県
民
共
通
の
財
産
と
し
て
後

世
に
残
す
た
め
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
四
月
か
ら
始
ま
り
、
令
和
二
年
（
二
〇
二

〇
）
三
月
ま
で
の
二
十
六
年
間
で
全
五
八
巻
（
通
史
編
一
〇
巻
・
資
料
編
三
六
巻
・
別

編
一
二
巻
）
を
刊
行
し
た
。

　
こ
の
『
愛
知
県
史
』
編
さ
ん
事
業
の
過
程
で
収
集
し
た
一
一
二
万
点
の
資
料
は
、
県

史
編
さ
ん
室
の
閉
室
に
伴
い
、公
文
書
館
に
引
き
継
が
れ
、デ
ジ
タ
ル
化
、目
録
作
成
、

所
蔵
者
へ
の
公
開
許
可
手
続
な
ど
の
準
備
を
進
め
、
公
開
準
備
作
業
を
終
え
た
資
料
か

ら
公
開
し
て
い
る
。

（
六
）
歴
史
資
料
講
演
会
の
開
催

　
県
民
の
皆
様
に
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
新

た
に
公
開
を
開
始
す
る
県
史
収
集
資
料
な
ど
愛
知
の
歴
史
資
料
を
テ
ー
マ
と
し
た
講
演

会
を
開
催
し
て
い
る
。

　
令
和
三
年
度
に
は
、
令
和
二
年
十
二
月
に
公
開
を
開
始
し
た
徳
川
林
政
史
研
究
所
所

蔵
史
料
を
テ
ー
マ
と
し
た
講
演
会
を
開
催
し
た
。

　
な
お
、
講
演
会
は
隔
年
で
開
催
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
七
）
バ
ー
チ
ャ
ル
文
書
館

　
バ
ー
チ
ャ
ル
文
書
館
は
、
令
和
二
年
三
月
に
公
文
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
た
際
、
愛
知
の
歴
史
資
料
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

内
に
新
設
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
県
史
収
集
資
料
等
の
「
愛
知
の
歴
史
資
料
」
の
紹
介
、
過
去
の
企
画
展
の
展
示
資
料

を
紹
介
す
る
「
デ
ジ
タ
ル
展
示
室
」、
古
文
書
の
解
読
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
「
古
文

書
講
座
」
な
ど
、様
々
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
設
け
「
知
っ
て
」、「
学
ん
で
」、「
楽
し
め
る
」
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内
容
と
し
た
。

　
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
や
各
コ
ン
テ
ン
ツ
に
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
イ
ラ

ス
ト
を
使
用
し
、
一
般
県
民
の
方
に
も
親
し
み
や
す
い
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
サ

イ
ト
内
で
は
特
に
古
文
書
講
座
の
ア
ク
セ
ス
数
が
多
く
、
一
般
県
民
の
方
の
古
文
書
に

対
す
る
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

お
わ
り
に

　
　
図
書
館
や
博
物
館
な
ど
の
施
設
と
比
較
す
る
と
、
残
念
な
が
ら
公
文
書
館
は
一
般
県

民
に
な
じ
み
の
薄
い
施
設
で
あ
る
と
感
じ
る
。
し
か
し
、
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
資
料

は
、愛
知
県
の
歴
史
を
振
り
返
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、

そ
の
重
要
性
は
図
書
館
等
に
引
け
を
取
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
貴
重
な
資
料
を
、
よ
り
多
く
の
方
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
積
極
的
に

情
報
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
は
、
バ
ー
チ
ャ
ル
文
書
館
の
コ
ン
テ
ン
ツ
充

実
な
ど
を
図
り
、
よ
り
多
く
の
県
民
の
方
に
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
引
き
続
き

努
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
１
）
公
文
書
の
歴
史
的
価
値
の
有
無
の
判
断
は
、
文
書
が
作
成
・ 

取
得
さ
れ
た
背
景
・
経
緯
を

把
握
し
や
す
い
時
期
に
行
う
の
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
、
公
文
書
の
保
存

期
間
満
了
前
の
で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
歴
史
的

価
値
の
あ
る
文
書
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
公
文
書
館
に
移
管
す
る
か
又
は
そ
れ
以
外
の
も

の
と
し
て
廃
棄
す
る
か
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
制
度
。

（
愛
知
県
公
文
書
館
）




